
平
成
二
十
八
年
二
月
五
日
提
出

質

問

第

一

一

七

号

Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
説
明
会
に
お
け
る
食
品
の
安
全
基
準
に
係
る
質
問
に
対
す
る
政
府
の
回
答
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
説
明
会
に
お
け
る
食
品
の
安
全
基
準
に
係
る
質
問
に
対
す
る
政
府
の
回
答
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
九
〇
第
七
三
号
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

農
林
水
産
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
農
薬
コ
ー
ナ
ー
」
に
は
、
「
安
全
な
農
産
物
を
安
定
的
に
国
民
の
皆
様
に
供
給
す
る
こ

と
が
農
林
水
産
省
の
最
も
重
要
な
仕
事
で
す
。
」
ま
た
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
農
薬
の
成
分
や
使
い
方
に
よ
っ
て
は
人
や
魚

な
ど
へ
の
毒
性
を
示
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
農
林
水
産
省
は
、
農
産
物
の
安
定
し
た
生
産
を
確
保
す
る
と
同
時

に
、
農
薬
の
使
用
が
、
農
薬
を
使
用
す
る
農
家
の
皆
様
、
生
産
さ
れ
た
食
品
を
食
べ
る
消
費
者
の
皆
様
の
健
康
に
悪
影
響
を

及
ぼ
さ
な
い
か
ど
う
か
を
科
学
的
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
検
討
し
て
い
ま
す
。
」
と
記
述
が
さ
れ
て
い
る
。
国
民
に
納
得
そ
し

て
安
心
を
し
て
も
ら
う
べ
く
丁
寧
な
説
明
が
期
待
さ
れ
る
説
明
会
で
の
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
で
、
農
薬
や
遺
伝
子
組
み
換
え
（
Ｇ
Ｍ
）

食
品
の
安
全
基
準
は
緩
和
さ
れ
る
の
か
」
と
の
国
民
の
率
直
な
質
問
に
、
「
厚
労
省
の
所
管
な
の
で
、
そ
こ
は
私
が
申
し
上

げ
る
の
は
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
の
回
答
は
適
正
で
な
い
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。


